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【様式３】                            

規制の事後評価書 

 

法律又は政令の名称：港湾法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第二百十八号）  

規 制 の 名 称：（１）緊急確保航路関係（第 55条の 3の 4、第 55条の 3の 5関係） 

(２) 港湾管理者による外郭施設等を管理する者に対する措置関係（第 56条

の 5、第 56条の 2の 21関係） 

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局： 港湾局海岸・防災課                      

  評 価 実 施 時 期： 平成３１年３月２７日                     

 

 

１ 事前評価時の想定との比較 

① 課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定外の影響の発現

の有無 

 

（１）事前評価時点では、非常災害が発生した場合において、船舶の交通が迅速に確保されるよ

う、啓開作業や、船舶の交通に支障となり得る物件の設置等を未然に防ぐことを想定し、開発

保全航路及び緊急確保航路内における国土交通大臣による船舶等の処分や、平常時における放

置等の禁止、工作物設置等の場合の許可を必要としていたが、事前評価後、課題を取り巻く社

会経済情勢や科学技術の変化及び想定外の影響は生じていない。 

 

（２）事前評価時点では、切迫する大規模地震が発生した場合、港湾において民間事業者が管理

する老朽化した護岸等が倒壊し背後の土砂が流出することにより、港湾機能が麻痺することが

懸念されると想定していた。これを受け、民間事業者の管理する護岸等が、技術基準に適合せ

ず災害により損壊した場合に船舶の交通に著しい支障を及ぼすと認められるときは、港湾管理

者が民間事業者に対し勧告等を行うことができるとともに、同護岸等の維持管理の状況に関

し、港湾管理者が民間事業者に対し報告徴収等を行うことができるとする規制の新設が必要と

されていたが、事前評価後、課題を取り巻く社会情勢や科学技術の変化及び想定外の影響は生

じていない。 
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② 事前評価時におけるベースラインの検証 

（１）事前評価時は、規制が導入されなかった場合のベースラインとして、緊急確保航路及び開

発保全航路内で啓開作業を行う場合において、通常の揚収が困難な物件については、所有者の

承諾を得ずに除去する権限を有していないことから、時間をかけて除去せざるを得ない状況を

想定していたが、事前評価後、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響は生

じておらずベースラインに変化はない。 

（２）事前評価時は、規制が導入されなかった場合のベースラインとして、民間事業者が管理す

る護岸等が、技術基準に適合せず災害により損壊した場合に船舶の交通に著しい支障を及ぼす

と認められるときであっても、施設の管理者に対し勧告等を行うことができず、また、同護岸

等の維持管理の状況に関し報告徴収等を行うことができずに、非常災害発生時において船舶交

通に著しい支障が及ぶことを想定していたが、事前評価後、課題を取り巻く社会経済情勢や科

学技術の変化による影響は生じておらずベースラインに変化はない。 

 

③ 必要性の検証 

（１）規制の事前評価後、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響又は想定し

ていなかった影響の発現はなかった。非常災害が発生した場合において、船舶の交通が迅速に

確保されるよう、啓開作業及び船舶の交通に支障となり得る物件の設置等を未然に防ぐという

課題を解決する当該規制の必要性は、引き続き認められる。 

（２）規制の事前評価後、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響又は想定し

ていなかった影響の発現はなかった。民間事業者の管理する護岸等が、技術基準に適合せず災

害により損壊した場合に船舶の交通に著しい支障を及ぼすと認められるときに、港湾管理者が

民間事業者に対し勧告等を行うとともに、同護岸等の維持管理の状況に関し、港湾管理者が民

間事業者に対し報告徴収等を行うことができるとする規制により、切迫する大規模地震が発生

した場合に港湾機能を確保するために、老朽化した護岸等の倒壊による背後の土砂の流出を防

止する課題を解決するという当該規制の必要性は、引き続き認められる。 

 

 

２ 費用、効果（便益）及び間接的な影響の把握 

④ 「遵守費用」の把握 

 

（１）平成 30 年 11 月 1 日現在、港湾法第 55 条の 3 の 5 第 2 項の国土交通大臣による緊急確保

航路内における工作物設置等の許可に係る申請が３件提出されているが、概ね申請書２枚、図

面３枚であり、同申請は既存の資料で作成可能なことから遵守費用は軽微であったと考えら

れ、事前評価時の想定と乖離はない。これらの費用は施設の設置場所ごとに海象・地盤条件等

により施設の規模が異なるため、規制全体に係る遵守費用の把握は困難である。 

  また、事前評価において、非常災害発生した場合の開発保全航路等の啓開のために物件が処

分されることによる損失を想定していたが、評価時点までに航路の啓開が必要となる非常災害
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は発生していないため、この費用は発生していない。 

 

（２）民間事業者が管理する護岸等の維持管理の状況に係る報告徴収及び立入検査は、全国で累

計約 12,000 件実施され、民間事業者において維持管理の状況の報告に係る費用が発生してお

り、事前評価時の想定と乖離はない。これらの費用は、施設の種類や設置場所ごとに海象・地

盤条件に応じて規模や構造形式が異なるため、規制全体に係る遵守費用の把握は困難である。 

  また、事前評価時には港湾管理者による是正命令等を受けた民間事業者において施設を改修

する費用が生じるとしていたが、港湾管理者による是正命令は行われていないため、この費用

は発生していない。 

 

⑤ 「行政費用」の把握  

 

（１）平成 30 年 11 月 1 日現在、港湾法第 55 条の 3 の 5 第 2 項の国土交通大臣による緊急確保

航路内における工作物設置等の許可が３件実施されているが、概ね申請書２枚、図面３枚であ

り、また増加した事務は既存の体制で実施しており発生した行政費用は軽微であったと考えら

れ、事前評価時の想定と乖離はない。 

  また、事前評価において、非常災害発生した場合の開発保全航路等の啓開のための物件の処

分の損失補償を想定していたが、評価時点までに航路の啓開が必要となる非常災害は発生して

いないため、この費用は発生していない。  

（２）港湾管理者から護岸等を管理する民間事業者に対する報告徴収及び立入検査が全国で累計

約 12,000 件実施されているが、増加した事務は港湾管理者の既存の体制で実施しており、発

生した行政費用は軽微であったと考えられ、事前評価時の想定と乖離はない。 

  また、事前評価時には港湾管理者による是正命令等の費用が生じるとしていたが、港湾管理

者による是正命令は行われていないため、この費用は発生していない。 

 

 

⑥ 効果（定量化）の把握 

 

（１）平成 30年 11月 1日現在、緊急確保航路内における工作物設置等の許可が 3件実施されて

おり、非常災害が発生した場合においても啓開作業に支障となる物件の設置等を防止すること

により、震災時の緊急物資輸送等の航行安全、背後地域の早期復旧へ繋がる、という効果が発

生しており、事前評価時の想定と乖離はない。一方、非常災害時における国土交通大臣による

緊急確保航路内の船舶等の処分については、事前評価時から評価時点までに開発保全航路等の

啓開が必要となる非常災害は発生しておらず、効果は発生していない。 

 

（２）平成 30 年 10 月 31 日現在、護岸等を管理する民間事業者に対する報告徴収及び立入検査

が全国で累計約 12,000 件実施されており、民間事業者が管理する護岸等が適切に維持管理さ

れていることを把握することができ、必要に応じて施設の改修を勧告することができるため、

老朽化した護岸等の倒壊による土砂の流出を防止することで船舶交通を確保する効果が発生
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しており、事前評価時の想定と乖離はない。 

 なお、効果は適用される港湾ごとに護岸等の施設の配置・規模等が異なることから、効果の

定量的把握は困難である。 

 

⑦ 便益（金銭価値化）の把握 

 

 上記のとおり当該規制の新設の効果については定量的に把握することは困難であり、このため

金銭価値化も困難である。 

 

⑧ 「副次的な影響及び波及的な影響」の把握 

 

当該規制の新設による副次的な影響及び波及的な影響は特段見受けられなかった。 

 

３ 考察 

⑨ 把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づく妥当性の検証 

 

（１）平成 30 年 11 月 1 日現在、港湾法第 55 条の 3 の 5 第 2 項の国土交通大臣による緊急確保

航路内における工作物設置等の許可が 3 件実施された。当該規制の新設に係る費用として緊

急確保航路への工作物の設置許可について遵守費用、行政費用が発生しているが、軽微である

と考えられ、副次的な影響及び波及的な影響は特段見受けられなかった。 

 当該規制の新設に係る効果として、緊急確保航路内における工作物設置の許可の実施により

震災時の緊急物資輸送等の航行安全、背後地域の早期復旧へ繋がる、という効果が発生してい

るが、非常災害時における緊急確保航路内の船舶等の処分については、事前評価時から評価時

点までに開発保全航路等の啓開が必要となる非常災害は発生しておらず、効果は発生していな

い。 

 一方で、首都圏直下地震や南海トラフ地震などが逼迫する中、当該規制は、今後とも大きな

効果が見込まれるため、引き続き、継続することが妥当である。 

（２）護岸等を管理する民間事業者に対する報告徴収及び立入検査が全国で累計約 12,000 件実

施された。当該規制の新設に係る費用として、護岸等を保有する民間事業者において維持管理

の状況の報告に係る遵守費用が発生している。また、港湾管理者において護岸等を管理する民

間事業者に対する報告徴収等に係る行政費用が発生しているが、軽微であると考えられ、副次

的な影響及び波及的な影響は特段見受けられなかった。 

 一方、当該規制の新設に係る効果として、民間事業者が管理する老朽化した護岸等の倒壊に

よる背後の土砂の流出を防止し、非常災害発生時の船舶交通が確保されるという効果が発生し

ている。 

 費用と効果を比較すると効果が費用を上回るものであり、当該規制は、引き続き、継続する

ことが妥当である。 

 ※ 当該規制に係る規制の事前評価書を添付すること。 


